
 

 

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関

する政令案要綱 

 

第１ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の一部改正 

二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和六年法律第三十八号。以下「法」という。）

第三十八条第二項第五号イの政令で定める基準は、貯蔵する法第二条第一項に規定する

二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を体積百分率九十九パーセント以上とする等、貯

留事業及び導管輸送事業に関する所要の規定を整備する。（第三条～第六条、第八条関係） 

 

第２ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する

政令の一部改正 

１ 題名を「貯留権等の登録に関する政令」に改める。（題名関係） 

２ この政令で定める必要な事項に、貯留権等及び貯留権を目的とする抵当権の登録に

関するものを追加する。（第一条関係） 

３ その他規定の整備をする。 

 

第３ 登録免許税法施行令の一部改正 

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）第二十四条第一項に規定する政令で定

める免許等の範囲を見直す。（第三十条関係） 

 

第４ 自然環境保全法施行令の一部改正 

自然環境保全法（昭和四十七年法律第八十五号）第三十五条の四第三項第四号に基づ

き政令で定める行為として、法第二条第二項に規定する貯留事業（自然環境保全法第三

十五条の四第三項第一号に掲げる行為に伴うものを除く。）のための海底の掘削を行うこ

とを追加する。（第六条関係） 

 

第５ 経済産業省組織令の一部改正 

経済産業省組織令（平成十二年政令第二百五十四号）第十九条の五第三号中「試掘場

における保安」を、「貯留事業場等における保安の確保及び導管輸送工作物に係る保安の

確保」に改める。（第十九条の五関係） 

 

第６ その他 

その他規定の整備をする。 

 

第７ 附則 

１ この政令は、法の施行の日（令和八年五月二十二日）から施行する。（附則第一項関

係） 

２ 資産の流動化に関する法律施行令（平成十二年政令第四百七十九号）について、所

要の規定の整理を行う。（附則第二項関係） 


